
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

去る令和 4年 7月 19日（火）に開催された標記会議内容についてお知らせします。 

 

議題 

事務局から、令和 4年度幹事長、副幹事長の互選について、総合型地域スポーツクラブ全国協議

会基本規程に則って行う旨を説明し、幹事長及び副幹事長の互選を行った。 

互選の結果、幹事長及び副幹事長ともに、立候補者がいなかったため他薦を求めた結果、令和 4

年度幹事長は北海道ブロック常任幹事の伊端隆康氏、副幹事長は北信越ブロック常任幹事の渡邊

優子氏、中国ブロック常任幹事の関口昌和氏が選任された。 

なお、今後は地域スポーツクラブ育成員会の承認を得て、同委員会委員長から委嘱することと

なる。 

 

 

 

 

 

事務局から、令和 4年度第 1回常任幹事会（令和 4年 5月 20日開催）にて協議し決定した「総

合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」登録有効期間の変更について、都道府県体育・スポー

ツ協会及び都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会からの意見等を踏まえた、令和 4 年度

から令和 6 年度の各種登録手続き（案）について説明し、協議の結果、次ページ以降に示す 2 パ

ターンに基づき都道府県ごとに判断の上、対応することについて承認された。 

また、上記に伴う総合型地域スポーツクラブ全国協議会登録・認証制度諸規程の改定（案）に

ついて説明し、協議の結果、一部表記の調整が必要であることから、事務局にて対応し、最終的

な判断については伊端常任幹事に一任することが併せて承認された。 

 

日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会 

令和 4年度 第 2回臨時常任幹事会レポート 

議題 1．令和 4年度幹事長及び副幹事長の互選について 

 

議題 2．「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」登録有効期間の変更に関する 

都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会からの 

意見等への対応について 
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＜令和 4年度から令和 6年度の各種登録手続き＞ 
都道府県内でいずれかのパターンに統一するか、クラブがいずれかのパターンを選べるように

するかは、都道府県ごとに判断できるものとし、それぞれに該当するクラブ名が判別できるよう

にお知らせ願います。 

 

【パターン１】令和 4年 6月 13日付通知文書を基にした各種登録手続き 

（令和 4年 11月 1日登録の有効期間延長） 

 
令和 4年度 令和 5年度 

令和 6年度 

※年度ごとの登録開始 

登録有効期間 
令和 4年 11月 1日から 

令和 6年 3月 31日 

令和 6年 4月 1日から 

令和 7年 3月 31日 

登録審査期間 令和 4年 10月 31日まで 令和 6年 3月 31日まで 

審査方法 形式審査 規定に基づく審査 

登録区分 予備登録 登録 

登録認定リストの

提出期限 
令和 4年 9月 30日 令和 6年 2月 29日 

登録料 
7,000円（1年 5か月間） 

令和 4年 11月 1日～令和 5年 10月 31日分 5,000円（1年間） 

令和 5年 11月 1日～令和 6年 3月 31日分 2,000円（5か月間） 

5,000円（1年間） 

登録料納入期限 令和 4年 12月 31日 令和 6年 5月 31日 

イメージ 
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申請 審査 

認定期間 申請 審査 

（7か月） 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6 年度 

7 11 10 

認定期間 

3 7 11 10 

4 

3 

4 

7 11 10 3 

（7か月） （予備登録/1年 5か月） 

（1年） 
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【パターン２】令和 4年 6月 13日付通知文書に対する都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議

会からの意見等に基づく対応 （赤点線枠内） 

（令和 5年 11月 1日登録の有効期間変更） 

 令和 4年度 

※令和 4年 6月 13日付通知

以前の取扱いどおり 

令和 5年度 
令和 6年度 

※年度ごとの登録開始 

登録有効期間 
令和 4年 11月 1日から 

令和 5年 10月 31日 

令和 5年 11月 1日から 

令和 6年 3月 31日 

令和 6年 4月 1日から 

令和 7年 3月 31日 

登録審査期間 令和 4年 10月 31日まで 令和 5年 10月 31日まで 令和 6年 3月 31日まで 

審査方法 形式審査 形式審査 規定に基づく審査 

登録区分 予備登録 予備登録 登録 

登録認定リストの

提出期限 
令和 4年 9月 30日 令和 5年 9月 30日 令和 6年 2月 29日 

登録料 5,000円（1年間） 2,000円（5か月間） 5,000円（1年間） 

登録料納入期限 令和 4年 12月 31日 令和 5年 12月 31日 令和 6年 5月 31日 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

備考 

○ 登録有効期間（認定期間）が、令和 4年 11月 1日から令和 5年 10月 31日まで

の登録クラブが、令和 5年 11月 1日から令和 6年 3月 31日まで登録有効期間（認

定期間）を更新する際の登録更新審査は不要。 

○ 令和 5年 11月 1日からも新規登録できるようにする。原則として登録申請ができ

ることとするが、審査業務等の負担に鑑み、都道府県の実情に応じて登録申請を

受け付けるか否かは都道府県ごとに判断いただく。 

○ 令和 5年度（令和 5年 11月 1日登録認定分）と令和 6年度（令和 6年 4月 1日

登録認定分）の登録手続きを合わせて行うことはできない。 
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申請 審査 

認定期間 申請 審査 

（7か月） 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

7 1

1 

1

0 

認定期間 認定期間 

3 7 11 10 

4 

3 

4 

7 11 10 3 

（7か月） （予備登録/1年） （予備登録/5か月） 

（1年） 

認定期間 申請 審査 

（7か月） （予備登録/5か月） 
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〈主な意見〉 

○ 年度ごとの登録料納入ができるようにする必要があると考えていたので、パターン２で対応

可能と考える。 

○ 登録時期の変更および延長分の登録料の納入については問題ないが、事務手続きを柔軟に対

応できるよう各都道府県の諸規程との整合性を取る必要があるだろう。 

○ 都道府県協議会からは事前に相談してほしかったという意見が多かった。 

○ 本件については、今後も問合せがあると考えられるため、都道府県協議会やクラブに対し、

分かりやすくシンプルに説明を出来るようにしておいた方が良い。 

○ 意見が無かった都道府県については、そもそも理解できていない可能性があるため、今回の

対応内容のみならず登録・認証制度自体も改めて理解いただくためのフォローが必要ではな

いか。 

○ 各諸規程の施行日について、今回の対応内容と整合性が取れているかよく確認する必要があ

る。 

○ 登録時期の変更について、常任幹事が事前に都道府県に相談すべきだと意見があった。常任

幹事の在り方について、再確認する必要がある。 

 

その他、各ブロックの常任幹事の在り方について情報交換を行った。 

 


